
令和 3年 11月 15日 
市政記者各位 

「子ども医療証の申請」 と 「国民健康保険の脱退届」 
の２つの手続きがオンラインで可能に︕ 

福岡市では、現在、行政手続きのデジタル化・オンライン化などのデジタルトランスフォーメーション(ＤＸ) 
の取組みを積極的に進め、４月から、新電子申請システムの運用を開始しております。 

11 月 15 日から、新たに「子ども医療証の申請」と「国民健康保険の脱退届」の２つの手続きが新電子
申請システムに加わりますので、お知らせします。 

○オンライン手続き拡大中︕
ノンストップ行政の実現に向け、行政手続きのオンライン化を進めています。

○対象となる方
【子ども医療証の申請】
出生・市外転入により、福岡市で初めて子ども医療証の申請をする 
健康保険に加入している「中学校３年生まで」（※）のお子様をお持ちの方 
※「中学校３年生まで」・・・15歳の誕生日到達以後最初の 3月 31日まで

【国民健康保険の脱退届】 
国民健康保険に加入されていた方で、就職などで勤務先の健康保険に加入された方 

○申請方法
市のホームページから申請フォームへお進みください。（詳細は別紙を参照）

【問い合わせ先】 
●新電子申請システムに関すること
総務企画局ＤＸ戦略課 担当︓橋 本 TEL:092-711-4806

●子ども医療証に関すること
保健福祉局保険医療課 担当︓鹿 野 TEL:092-711-4234

●国民健康保険に関すること
保健福祉局保険年金課 担当︓中川原 TEL:092-711-4241

福岡市 ネットで手続き 

 
区役所へのご来庁不要︕ 
どこでも、スマホひとつで
24時間手続きOK︕ 



子ども医療証 オンライン申請の流れ 
（子ども医療費助成制度の認定申請） 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                               
                                             
 
                                                   
                                                    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 子ども医療費助成制度の認定申請の電子申請サービスは福岡市公式ページとして株式会社グラファーが運営しています。 

① 事前準備 

④ 保険証データの添付  ⑥ 申請完了 

② 手続概要説明・メール認証 

⑤ 申請内容の確認 

③ 申請者情報の入力 

審査・認定後、子ども医療証を 
お子様の住所に郵送します。 

アカウントをお持ちでない方はメール 
認証で申請ができます。 
ご指定のメールアドレスへ、申請画面 
の URL を送信します。 

既に Graffer（※）のアカウントを 
お持ちの方はログインし，申請へ 
お進み下さい。 

 

お子様の氏名、生年月日を入力し、 
健康保険証（氏名等記載された面） 
の写真を添付してください。 

 

abcdef123456@xxxx.ne.jp 

保護者のお名前、住所、生年月日、 
電話番号を入力してください。 

内容をご確認のうえ申請してください。 
完了するとメールが送信されます。 

【用意するもの】 
・お子様の健康保険証 
 
をお手元にご準備のうえ、 
福岡市ホームページから申請フォーム 
へお進みください。 

（福岡市 ネットで手続きで検索） 

別 紙１ 



国民健康保険の脱退届(勤務先の健康保険に加入された方)  ～オンライン申請の流れ～ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 国民健康保険脱退届の電子申請サービスは福岡市公式ページとして株式会社グラファーが運営しています。 

① 事前準備 

⑥ 申請完了 

② 手続概要説明・メール認証 

⑤ 申請内容の確認 

③ 申請者情報の入力 

 

 

④本人確認、保険証画像の添付 

0 

世帯主のお名前、住所、生年月日、 
電話番号等の情報を入力してください。 
を 力 さ  

【用意するもの】 
・世帯主の顔写真付き本人確認書類 
（運転免許証やマイナンバーカードなど） 

・勤務先の新しい健康保険証 
 
をお手元にご準備のうえ、 
福岡市ホームページから申請フォーム 
へお進みください。 

（福岡市 ネットで手続きで検索） 

内容をご確認のうえ申請してください。 
完了するとメールが送信されます。 

・５営業日程度で、処理完了または 
不受理のお知らせを登録された 
メールアドレス宛に送信します。 

・後日、変更後の保険料をお知らせ 
します。申請が月末近くだった場合 
は、翌々月にお送りする場合があり 
ます。 

既に Graffer（※）のアカウントをお持ち 
の方はログインし，申請へお進み下さい。 

アカウントをお持ちでない方はメール 
認証で申請できます。 
ご指定のメールアドレスへ申請画面の 
URL を送信します。 

世帯主の顔写真付きの本人確認書類、 
国民健康保険を脱退する全員の勤務先
の新しい健康保険証の写真を添付して 
ください。 

別 紙２ 
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